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本
町
の
出
生
率
は
、
１
・
４
６

と
低
下
が
続
き
、
出
生
率
の
向

上
、
少
子
化
・
人
口
減
少
対
策
が
急
が

れ
る
。
ま
た
、
夫
婦
共
働
き
世
帯
の
増

加
、
核
家
族
化
に
よ
り
、
出
産
・
育
児

の
環
境
整
備
や
父
親
の
育
児
参
加
も
重

要
で
あ
る
。

　

本
年
10
月
、
改
正
育
児
・
介
護
休
業

法
が
施
行
さ
れ
た
。
初
め
て
町
役
場
の

男
性
職
員
が
育
児
休
業
を
取
得
し
、
民

間
で
も
取
得
向
上
に
向
け
広
が
る
こ
と

を
期
待
し
以
下
に
つ
い
て
伺
う
。

(1)
町
職
員
（
女
性
、
男
性
）
の
産
休
、

育
休
の
取
得
状
況
は
。

(2)
民
間
事
業
所
（
女
性
、
男
性
）
の
産

休
、
育
休
の
取
得
状
況
。
取
得
に
向
け

啓
蒙
な
ど
の
支
援
は
。

(1)
、
(2)
職
員
の
過
去
３
年
間

の
産
前
・
産
後
休
暇
の
取
得
状
況
、
育

児
休
業
の
取
得
状
況
は
下
表
の
と
お
り
。

い
ず
れ
も
出
産
し
た
女
性
職
員
全
員
が

取
得
し
て
い
る
。
ま
た
、
男
性
職
員
に

つ
い
て
は
、
本
年
初
め
て
育
児
休
業
を

取
得
し
た
。
今
後
と
も
、
仕
事
と
子
育

て
が
両
立
で
き
安
心
し
て
働
け
る
職
場

風
土
の
醸
成
に
努
め
て
い
き
た
い
。

　

民
間
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
毎
年
実

施
し
て
い
る
事
業
所
雇
用
実
態
調
査
に

よ
る
と
、
平
成
28
年
の
取
得
状
況
は
左

表
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。

　

出
産
休
暇
は
、
産
前
・
産
後
の
休
暇

に
関
し
て
回
答
の
あ
っ
た
１
６
９
事
業

所
の
う
ち
、
就
業
規
則
等
を
定
め
て
い

る
の
は
90
事
業
所
、
構
成
割
合
は
53
・

３
％
。
育
児
休
業
は
回
答
の
あ
っ
た
１

６
５
事
業
所
の
う
ち
、
就
業
規
則
等
を

定
め
て
い
る
の
は
77
事
業
所
、
構
成
割

合
は
46
・
７
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

制
度
の
普
及
や
取
得
に
向
け
た
啓
蒙

は
、
周
知
用
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
事
業
所

に
配
布
す
る
な
ど
し
て
い
る
。
今
後
も

町
の
広
報
紙
の
ほ
か
、
商
工
会
を
通
じ

て
引
き
続
き
制
度
の
周
知
を
図
り
た
い
。

町
は
再
任
用
制
度
を
運
用
し
て

お
り
、
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
を
希

望
す
る
職
員
は
多
い
と
聞
く
。
民
間
と

比
較
し
て
優
遇
さ
れ
て
い
な
い
か
。
ま

た
、
帯
広
市
は
天
下
り
疑
念
払
拭
の
た

め
情
報
公
開
を
検
討
し
て
い
る
。

　

以
下
に
つ
い
て
伺
う
。

(1)
再
任
用
制
度
の
運
用
状
況
は
。

(2)
再
任
用
に
よ
り
民
間
の
方
の
雇
用
の

場
や
新
規
採
用
職
員
等
へ
の
影
響
。
民

間
の
高
年
齢
者
の
雇
用
状
況
は
。

(3)
再
任
用
や
町
と
取
引
関
係
に
あ
る
民

間
企
業
に
再
就
職
し
た
場
合
の
情
報
公

開
に
つ
い
て
の
見
解
は
。

(1)
公
的
年
金
の
報
酬
比
例
部

分
の
支
給
開
始
年
齢
が
段
階
的
に
引
き

上
げ
ら
れ
た
平
成
25
年
度
か
ら
28
年
度

末
ま
で
の
退
職
者
32
人
中
、
15
人
の
希

望
者
全
員
を
再
任
用
し
、
こ
の
う
ち
現

時
点
で
働
い
て
い
る
再
任
用
職
員
は
８

人
と
な
っ
て
い
る
。

(2)
民
間
人
の
雇
用
や
新
規
採
用
へ
の
影

響
が
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
れ
ま

で
培
っ
て
き
た
幅
広
い
知
識
や
能
力
を

活
用
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
経
験
等

を
後
進
に
伝
え
て
い
く
意
味
合
い
も
期

待
さ
れ
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
も

つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　

民
間
事
業
所
で
の
高
齢
者
等
の
雇
用

状
況
に
つ
い
て
は
、
町
で
は
毎
年
、
事

業
所
雇
用
実
態
調
査
を
実
施
し
て
い

る
。
昨
年
度
は
、
年
代
別
の
従
業
員
数

や
賃
金
・
労
働
条
件
、
定
年
制
と
退
職

金
制
度
な
ど
10
項
目
の
調
査
を
行
っ

た
。
高
年
齢
者
の
就
業
状
況
は
、
こ
の

調
査
に
お
い
て
雇
用
従
業
員
数
に
つ
い

て
回
答
の
あ
っ
た
１
８
０
事
業
所
の
常

用
労
働
者
１
５
８
４
人
の
う
ち
、
55
歳

以
上
65
歳
未
満
の
従
業
員
は
３
１
５

人
、
全
体
に
占
め
る
構
成
割
合
は
19
・

９
％
、
65
歳
以
上
の
従
業
員
は
86
人
、

構
成
割
合
は
５
・
４
％
と
な
っ
て
い
る
。

(3)
再
就
職
に
関
す
る
透
明
性
を
よ
り
高

め
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
の
信
頼
確
保

に
も
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
制

度
化
の
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

答問
事
業
所
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
な
ど
の

周
知
を
図
っ
て
い
る

男
性
も
含
め
た
育
児
休
業
制
度
の
周
知
と
啓
蒙
を

問町
　
長

答問
影
響
が
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
経
験
等
を

後
進
に
伝
え
て
い
く
こ
と
も
期
待
さ
れ
る

町
職
員
の
再
任
用
に
よ
る
民
間
の
方
の
雇

用
や
新
規
採
用
へ
の
影
響
を
最
小
限
に

問

小島　智恵 議員
（政風クラブ）

町
　
長

町職員の産休・
育休取得状況

事業所雇用実態調査による
民間企業の産休・育休取得状況

産前・産後
休暇

育児休業
産前・産後

休暇
育児休業

平成 26 年 １人 ４人
169 事業所

回答
165 事業所

回答
平成 27 年 ４人 ５人

平成 28 年 ５人 ５人 14 人
19 人

(うち男性４人 )

※平成 29 年、町職員男性１名が
　初めて育休を取得


